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新たな会員区分の創設
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電子決済手段仲介行為に係る業務を行う電子
決済手段・暗号資産サービス仲介業者

（新設）

暗号資産仲介行為に係る業務を行う電子決済
手段・暗号資産サービス仲介業者

（新設）

所属電子決済手段等取引業者
（会員）

所属暗号資産交換業者
（会員）
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電子決済手段仲介行為に係る業務を行う電子決済
手段・暗号資産サービス仲介業者

（新設）

暗号資産仲介行為に係る業務を行う電子決済手
段・暗号資産サービス仲介業者

（新設）

所属電子決済手段等取引業者
（会員）

所属暗号資産交換業者
（会員）

② 仲介業務の委託・監督（賠償）責任

① 法令上の義務等

仲介業者による法令上の義
務等への対応について自主

規制規則にて補完

所属業者の委託・監督の在
ありかたについて自主規制規

則にて補完

自主規制規則による対応
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自主規制規則の内容

適用対象 規則の目的

電子決済手段仲介行為に係る業務に
関する規則・ガイドライン

仲介業者
（電子決済手段仲介行為）

仲介業者による法令上の義務等への対応を補完

暗号資産仲介行為に係る業務に関す
る規則・ガイドライン

仲介業者
（電子決済手段仲介行為）

仲介業者による法令上の義務等への対応を補完

電子決済手段仲介行為に係る業務の
委託に関する規則・ガイドライン

所属電子決済手段等取引業者 所属業者の委託・監督のあり方を補完

暗号資産仲介行為に係る業務の委託
に関する規則・ガイドライン

所属暗号資産交換業者 所属業者の委託・監督のあり方を補完
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自主規制規則の内容（例）

第１章 総則
1条（目的）

第２章 法令等遵守及び経営管理
2条（経営管理）
3条（法令等遵守）
4条（牽制態勢の整備）
5条（内部管理部門における重大問題の報告等）
6条（反社会的勢力による被害の防止）

第３章 業務の適切性等
7条（広告における表示事項）【暗号資産仲介】
8条（広告審査）【暗号資産仲介】
9条（禁止行為等）【暗号資産仲介】
10条（名義貸しの禁止）
11条（商号等の明示）
12条（業務の制限）

第４章 利用者保護措置等
13条（暗号資産の性質に関する説明）【暗号資産仲介】
14条（利用者に対する情報の提供）【暗号資産仲介】
15条（非対面取引を行う際の措置）
16条（その他利用者保護を図るための措置等）【暗号資産仲介】
17条（信用供与を伴う仲介の禁止）

18条（金銭等の預託の禁止）
19条（帳簿書類の作成及び保存）
20条（利用者情報管理）
21条（特別の非公開情報の取扱い）
22条（苦情等処理態勢）
23条（協会による苦情等解決の促進）
24条（苦情解決への対応等）
25条（その他苦情等の処理に関する協会の役割）
26条（社内規則等）

第５章 事務運営
27条（システムリスク管理）
28条（情報セキュリティ管理）
29条（サイバーセキュリティ管理）
30条（事務リスク管理）
31条（委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置）

第６章 協会による指導等
32条（協会による指導等）

暗号資産仲介行為に係る業務に関する規則・ガイドライン
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自主規制規則の内容（例）

第１章 総則
1条（目的）
2条（定義）
3条（責任部署の明確化）
4条（法令等の遵守の徹底）
5条（法令等遵守のための措置）
6条（暗号資産仲介業の委託契約の締結）

第２章 利用者管理
7条（利用者管理態勢の構築）【暗号資産仲介】
8条（利用者情報に係る委託先管理）
9条（利用者管理体制の整備、社内規則の制定及び内部管理等）
10条（暗号資産仲介業者が行う広告等の表示の審査）【暗号資産仲介】
11条（利用者への苦情相談窓口の周知）

第３章 雑則
12条（報告）
13条（複数の事業会員（暗号資産）が委託を行う場合の取扱い）

暗号資産仲介行為に係る業務の委託に関する規則・ガイドライン



GPの暗号資産交換業該当性について



LPSにおけるGPの暗号資産交換業該当性について
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経済産業省「第1回 新たなモデルLPAの作成等のための有識者検討会」資料４事務局説明資料・2頁



［Case 1］GPによる出資金を原資に暗号資産を購入する行為その他運用財産に属する暗号資産の売買等

9

当局回答

✓ LPSが暗号資産を取得・保有する場合において、GPがLPSのために暗号資産の売買及び交換を
行うことは、基本的には暗号資産交換業に該当しない。

✓ GP・LP（投資家）間の意見聴取その他のコミュニケーションの有無を問わない。

LPSにおけるGPの暗号資産交換業該当性について

［Case ２］GPによる暗号資産（運用財産）の管理

✓ GPが運用財産に属する暗号資産を自ら管理する行為（アンホステッドウォレット等による管
理）はLP（投資家）のために暗号資産を管理するものとして暗号資産交換業に該当。

→ GPは暗号資産交換業者等に対して管理を委託する必要あり

（また、GPが投資運用業者・特例業務届出者の場合は金商法上の分別管理義務の一環として交換業者への委託が必要）
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